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○かんきつテラス徳島内勝浦町借受施設の設置及び管理に関する規則 

令和３年３月１日規則第１号 

改正 

令和４年３月29日規則第１号 

かんきつテラス徳島内勝浦町借受施設の設置及び管理に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，かんきつテラス徳島内勝浦町借受施設の設置及び管理に関する条例（令和３

年条例第13号。以下「条例」という。）の施行について，必要な事項を定めるものとする。 

（休館日等） 

第２条 かんきつテラス徳島内勝浦町借受施設（以下「町借受施設」という。）の休館日及び開館

時間は，次のとおりとする。ただし，町長が特に必要と認めるとき及び，第３条第３項の規定に

基づき利用を許可したときは，この限りでない。 

名称 休館日 開館時間 

オレンジファクトリー 

（オレンジバックヤード含む） 

(１) 日曜日，土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日 

(２) 12月29日から翌年の１月３

日まで 

午前９時から午後５時まで オフィスかつうら１ 

オフィスかつうら２ 

２ 町長が特に必要と認めるときは，第１項の規定にかかわらず臨時に休館し，又は休館日に開館

することができる。 

（利用の許可） 

第３条 条例第６条の利用の許可（以下「利用許可」という。）を受けようとする者は，オレンジ

ファクトリーを平日に利用する場合，利用の５日前までに，かんきつテラス徳島内勝浦町借受施

設利用許可申請書（第１号様式。以下「利用許可申請書」という。）を町長に提出しなければな

らない。ただし，町長が開館等の管理上支障がないと認めるときは，その期日を短縮することが

できる。 

２ オフィスかつうら１を平日に利用する場合，利用前日までに，利用許可申請書を町長に提出し

なければならない。 

３ オフィスかつうら２を利用する場合，同施設への入居決定後，町が指定する日までに利用許可
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申請書を町長に提出しなければならない。なお，既にオフィスかつうら２に入居者がある場合，

オフィスかつうら１をオフィスかつうら２と同条件の施設として，利用することができる。 

４ オレンジファクトリーを日曜日，土曜日に利用する場合，利用の14日前までに，利用許可申請

書を町長に提出し，その場合のみ開館とする。 

５ 町長は，前二項の規定に基づき，使用許可申請書の提出があった場合において，その内容を審

査し，支障がないと認めたときは，かんきつテラス徳島内勝浦町借受施設利用許可書（第２号様

式。以下「利用許可書」という。）を申請者に交付するものとする。 

６ 町長は，利用許可の際，町借受施設の管理上必要な範囲で条件を付することができる。 

（利用の許可の取消し） 

第４条 利用の許可の取り消しをするときは，休館日を除いたその前日までに，町長に申し出なけ

ればならない。この場合は使用料を還付するものとする。 

（利用者の義務） 

第５条 利用者は，条例又は規則及び町長が定める利用者の心得又はその他の規律等を守らなけれ

ばならない。 

（指定管理者における管理） 

第６条 条例第５条第１項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は，第３条から第

５条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と，第１号様式及び第２号様式中「勝浦町長」

とあるのは「勝浦町指定管理者」と読み替えるものとする。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行し，第３条及び第４条の規定は，令和３年４月１日以降の利用か

ら適用する。 

附 則（令和４年３月29日規則第１号） 

この規則は，公布の日から施行し，この規則による改正後の第３条の規定は，令和４年４月１日

以降の利用から適用する。 
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第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 

 


